
緊急事態宣言発出に際しての対応について 

 
 
2021年 1月 7日に発出されました緊急事態宣言および、首都圏一都三県における夜 8時以
降の外出自粛要請につきまして、当塾については以下の通りの対応とさせていただきます。 
 
① 緊急事態宣言の営業自粛対象業種に学習塾が対象になっておりません。 
また、「学校への休校要請が行われていない」・「入試は予定通り実施される」・「受験生

は追い込み入試対策時期」・「他学年においても調整不可能な学年末の重要学習時期」な

どを鑑みて、感染拡大防止対策を徹底の上、原則として通常通り運営いたします。 
 

② 感染拡大防止策は、今までの感染対策に加え、人体に無害なオゾンを利用した空気清浄
機を冬期講習から導入しています。 

 
 
今後とも当塾は慣れ無き感染対策を行いながら、生徒様への指導と保護者様へのサポート

を全力で行ってまいります。ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 
 
 

博文進学ゼミ 


